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※提供に当たっては、以下の手続を経ること
　　１．倫理審査委員会等の必要な手続
　　２．京都大学における個人情報の保護に関する規程に定める手続（安全措置要求、書面の取り交わし等）
　　３．提供の対象となる医療情報等を管理する部局が指針第7に基づき定める規程その他関係する規程等に定める手続

（個人情報の保護に関する法律第27条第1項第6号に規定される「学術研究目的」に該当するかどうかの判断基準）
→部局長の承認要

提供するものは、医療、健診及び健康
に関する情報またはヒト生体試料及び

それに由来する情報か

患者等、本学に自己の医療情報等を提
供した者の同意を取得しているか

学外への提供か

学生、研究生等本学と雇用関係のない
本学構成員への提供か

同意の範囲内の提供か

適用外

適用外

適用外

適用外

提供可（ただし情報分析等
により得られた結果のみ）

※

Ａ．情報分析等により得られた結果を提供するこ
とで予定されている学術研究が達成できるか

Ｂ．提供先機関等が本学施設内において医療情
報等へアクセスすることで予定されている学術研

究目的が達成できるか

Ａ、Ｂの下線で示したいずれの
方法によっても、提供の目的の

達成に多大な費用がかかる
等、総合的に事情を考慮して
合理性が認められない場合

提供可（本学施設内におけ
るアクセスに限る） ※

引き渡しによる提供は不可

次の基準のすべてを満たすか。
ア本学との共同研究において利用すること。
イ本学との共同研究の研究期間に限った提供で
あること（当該共同研究の終了後は返却又は破
棄されること。）。
ウ本学教員による当該研究の成果の学術発表
に制限がないこと（特許出願等のために一定期
間学術発表を遅らせる措置は制限とはみなさな
い。）。
エ「学術研究目的」であることを否定する特段の
事情がないこと。

医療情報等を管理する部局が
定める手続に基づき、部局長
が「学術研究目的」に該当する

と判断したか

提供不可

　判断が難
しい場合

目的の達成に必要な範囲に限り
引き渡しによる提供可　※

京都大学における医療情報・ヒト生体試料の学外への提供についての指針 適用チャート

（当該提供については、具体的状況に留意の
上、適用のある法令、規程等を遵守して実施）

（次世代医療基盤法に基づく提供等が該当）
次世代医療基盤法に関する法律に基

づく提供か

法第16条第8項に示される
「学術研究機関等」での利用

のための提供か

（治験・臨床研究に関し、患者か
ら同意を得ており、その同意の範
囲内で使用する場合等（「京都大
学における臨床研究等データの
外部機関への利用許諾に関する
規程」を含む。）が該当）
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